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令和７年度第２３回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和８年３月２４日 

                    担当部・課：総務部人事課〔内線４０６４〕 

① 件  名 

 石巻市人材育成基本方針の改訂、第３次石巻市人材育成基本計画及び第６次石巻市職員研修計画の

策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 本市職員の人材育成については、石巻市人材育成基本方針（第２次改訂版）、第２次石巻市人材育成

基本計画及び第５次石巻市職員研修計画に基づき推進してきた。 

 少子高齢化・人口減少、個人のライフプランやデジタル社会の進展等により、地方公共団体を取り

巻く状況が大きく変化していることから、令和５年１２月に総務省は「人材育成」、「職場環境の整備」

や「デジタル人材の確保・育成」等を総合的に図るため、平成９年国指針を全面的に改正し、各地方

公共団体が基本方針を改正等する際の新たな指針として、「人材育成・確保基本方針策定指針」を策定

した。 

 

【目的】 

国の指針を踏まえ、石巻市人材育成基本方針の改訂、第３次石巻市人材育成基本計画及び第６次石

巻市職員研修計画の策定を行うもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

人材育成基本方針策定指針の改正について（令和５年１２月２２日付け総行給第７１号、総行公第１

３０号及び総行情第１１１号総務省大臣官房地域力創造審議官及び同省自治行政局公務員部長通知） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第６章 市民の声が共鳴し市民と行政が共に創るまち 

  第２節 持続可能な行財政運営の推進 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和７年６月   石巻市人材育成推進委員会開催（計４回） 

 ～令和８年２月  ※人事課長及び各部・各総合支所の課長補佐級の１２名で組織 

⑤ 主な内容 

１ 石巻市人材育成基本方針（第３次改訂版） 

(1) 目的 

  時代の変化に伴い、市民ニーズはより多様化・複雑化しており、専門的な対応能力がこれまで

以上に重要となっている。 

  質の高い行政サービスを将来にわたり維持していくため、職員一人一人が行政課題に主体的に

向き合い、市民の声を的確に把握してサービス向上に反映できるよう、計画的かつ継続的な人材

育成を推進する。 

 

(2) 主な内容 

 多様化・複雑化する市民ニーズに対応し、持続可能なまちづくりを目指す上で、限られた経営

資源を有効に活用する事業の「選択と集中」は、これからの行政運営において避けて通れない重

要課題となっている。 

この課題を解決するため、石巻市人材育成基本方針（第２次改訂版）で具現化した「求められ

る職員像」に加え、新たに職階ごとの「必要となる主な能力」を明示する。 

人材育成施策の展開に当たっては、「求められる職員像」の実現を目指し、「意欲と能力を高め

る職員研修の推進」、「能力を高め発揮できる職場風土の醸成」及び「意欲と能力を引き出す人事

管理」の３つを方向性として掲げる。 

 

資料２ 
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２ 第３次石巻市人材育成基本計画 

 (1) 目的 

 多様化・複雑化する市民ニーズやＤＸ推進への対応に加え、職員のキャリアへの不安を解消し、

ウェルビーイングを向上させる必要がある。職員一人一人が意欲を持ち、能力を最大限発揮でき

る環境を整え、持続可能な行政運営を担う人材育成を推進する。 

 

 (2) 計画期間 

 令和８年度から令和１２年度まで（５年間） 

 

 (3) 人材育成ビジョン（目指す姿） 

   「石巻市に求められる行政運営」の実現に向けた職員の育成 

 指  標 現 状 値 ５年後の目標値 

ＫＧＩ 人材育成基本方針に定める「求められる役割を

理解し、業務を遂行している」割合 
７７％ ８０％ 

ＫＰＩ 研修受講率 ９３％ ９５％ 

研修受講者の理解度（人事課主催） ６５．２％ ８０％ 

１人当たりの年間時間外勤務時間 １４２．７時間 １１７時間 

男性職員の育児休業の取得割合（１週間以上） ５０％ ８５％ 

年次有給休暇取得率（年５日以上） ９１．５％ １００％ 

人事評価結果の給与等への反映 ２回 ２回 

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 ２９．６％ ３０％ 

 

３ 第６次石巻市職員研修計画 

 (1) 目的 

 石巻市人材育成基本方針（第３次改訂版）及び第３次石巻市人材育成基本計画に基づき実施す

る研修についての具体の計画を示し、計画的かつ実行的な人材育成を推進する。 

 

 (2) 計画期間 

 令和８年度から令和１２年度まで（５年間） 

 

 (3) 重点項目 

 ・新規採用職員の重点的な育成【継続】  ・マネジメント能力の向上【再編】 

 ・ＤＸを推進する人材の育成【新規】   ・キャリア形成の支援【新規】 

 ・メンタルヘルスケアの充実【新規】 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

「石巻市に求められる行政運営」の実現に向けた職員の育成により、職員一人一人が時代の変化に

対応できる力を身につけ、持続可能な魅力あるまちづくりの推進が期待される。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 県内実施自治体 ※抜粋 

自治体名 人材育成基本方針名 

仙台市 仙台市人材育成基本方針（令和２年度改定版） 

塩竈市 塩竈市人材育成・確保基本方針（令和７年３月） 

気仙沼市 気仙沼市人材育成基本方針（令和５年８月） 

登米市 登米市人材育成基本方針 

大崎市 大崎市人財育成基本方針（令和２年９月改訂版） 
 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和８年３月  石巻市人材育成基本方針（第３次改訂版）、第３次石巻市人材育成基本計画、 

第６次石巻市職員研修計画 策定 

⑨ その他 
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